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平素より、生涯学習市民センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

大阪府に対し「まん延防止等重点措置」の適用が延長されたことに伴い、令和4年3月 6日 (日 )

までの間、大声を発するイベントの場合は、引き続き定員の概ね2分の1以内とし、その他、ロビー

利用等、一部制限を設けたうえでご利用いただきます。なお、開館時間は通常どおり午前9時から

午後9時まで (日 曜・祝日は午後5時まで)です。

※今後の情勢に応じて、条件を変更することもあります。

施設利用のキャンセルについて

次のいずれかに該当する場合、施設使用料の金額還付を行います (キ ャンセル料を徴収しません)。

1.「まん延防止等重点措置」が適用される1月 27日 (本 )から3月 6日 (日 )までの間 (以下、「適

用期間」という)の施設利用において、コロナを理由としたキャンセルの申請を行つた場合。

2.適用期間内の施設利用において、コロナを理由に適用期間以前にキヤンセルし、キャンセル料を

支払つた場合。この場合、遡つてキャンセル料を全額還付します。

3.適用期間内に3月 7日以降の施設利用について、コロナを理由にキャンセルの申請を行つた場合。

【例】3月 6日 に3月 8日の施設利用に対してキャンセルの申請を行つた場合。

※詳細につきましては、さだ生涯学習市民センターまでお問合せください。

1階ロビー内の壁面タイル老朽化に伴い、下記のとおり緊急工事を行うことになりました。

工事に伴い、大きな作業音や異臭などご迷惑をおかけいたしますが、安全最優先で工事を実施
いたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

●工事期間 令和 4年 2月 25日 (金)から 3月 23日 (水)までを予定

※日曜日、祝日は原則として工事を行いません。

工事期間中、1階 ロビーの掲示板でご案内しています「サークルの案内」「サークルメンバー募集案内」

については、2階 ロビーの掲示板でご案内させていただきます。

また、各種アンケート類は 2階 事務室前カウンターに、移動いたします。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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